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この入札説明書は、政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）、地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、相模原市契約規則（平成４

年相模原市規則第９号。以下「契約規則」という。）、相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める規則（平成２２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）、本件の調達に係る入札

公告（以下「入札公告」という。）のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとす

る者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにす

るものである。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号 

４０５１ 

（２）契約件名 

国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託 

（３）業務内容 

別紙「国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）」のとおり 

（４）履行期間 

契約締結の日から令和１１年５月３１日まで 

（５）履行場所 

別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たしているものとする。 

（１）政令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成８年４月１日施行）に基づ

く指名停止期間中でないこと。 

（３）参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条

例第３１号。以下「市暴力団排除条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴

力団員等」という。）と認められないこと、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場合には、

同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められないこと。 

（４）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県暴力団排除条例」という。）

第２３条第１項に違反したと認められないこと。 

（５）県暴力団排除条例第２３条第２項に違反したと認められないこと。 

（６）市暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又は

参加する者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、暴力
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団員等と密接な関係を有すると認められないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定が確定している者を除く。）でな

いこと。  

（８）事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できない。この場合、事業協同組合は組

合の組合員を示す名簿を提出すること。 

（９）入札開始日の前日現在、契約規則に基づく令和７・８年度競争入札参加資格者として登録され、

営業種目「その他の業務請負等委託（労働者派遣以外）」、細目「封入封鍼」での認定がなされてい

ること。なお、名称の如何を問わず、本発注の受注を目的に結成された共同企業体等による入札参

加は認めないが、入札開始日の前日までに入札参加資格者としての認定を受けることができる場合

はこの限りではない。 

（１０）公告日から過去５年以内に、地方公共団体を相手として、一度の発送件数の最大が同程度であ

る印字プログラム作成を伴う封入封緘業務を履行した実績を有すること。 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市財政局財政部契約課 

電話  ０４２－７６９－１３９１（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

Ｅメールアドレス keiyaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

ホームページＵＲＬ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

２(９)に基づく本市競争入札参加資格者名簿に登載がない者が、特定調達に係る競争入札参加資格認

定申請を行う場合は、次の方法によること。 

（１）資格認定申請に関する問合せ先 

「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」のとおり 

（２）申請及び書類提出期限 

別紙「入札案件概要書」のとおり 

（３）その他 

詳細は、かながわ電子入札共同システム内｢電子入札システム｣（以下「電子入札システム」とい

う。）の説明によること。 

ホームページＵＲＬ https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/ 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

入札参加者は、次のとおり書類を提出すること。 
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（１）提出書類 

ア 競争参加資格確認申請書（様式１)（電子入札システムによる申請の場合は不要） 

イ ２（１０）に該当する契約書の写し（要件に該当することが確認できる部分の抜粋） 

 （２）提出期間及び提出方法 

５(１)の提出書類を、令和７年１１月４日（火）午前９時から令和７年１１月１２日（水） 

正午までに電子入札システムにより提出すること。 

ただし、電子入札システムが利用できない場合は、紙等により提出すること。 

（３）提出場所 

「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に提出すること。 

※紙等による提出を希望する場合、電子入札システムが利用できないことを確認する必要がある

ため、事前に「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に電話等で連絡すること。 

（４）入札参加資格の有無については、競争参加資格確認通知書により通知する。 

（５）入札参加者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、これに応じること。 

（６）提出書類受付締切日時は、紙等により提出する場合も同様とする。紙等により競争参加資格確認申

請書を提出した場合、以降、入札書提出に至る一連の手続きを紙等により行う（以下、当該手続きを

「紙入札」という。）。紙入札に当たっては、別途、紙入札承認を受けること。 

   ※紙入札による場合は、郵便入札とする。 

（７）競争参加資格確認通知書発行期間は、別紙「入札案件概要書」のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

電子入札システムにより入札等を行う。 

（１）入札期間 

   令和７年１２月４日（木）午前９時から令和７年１２月５日（金）午後５時まで 

（２）開札日時 

令和７年１２月８日（月）午前１０時 

（３）場所 

相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市役所第２別館３階入札室 

※郵便入札における入札書受付締切日時等は、「１６ 郵便入札に関する事項」の説明による。 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

（１）入札参加を認められた後、入札書提出期限までに公告で定めた入札参加の資格を満たさなくなっ

たときは、入札の参加資格を喪失する。 

（２）入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で「３ 問合せ先及び契約条項を示す場

所」まで連絡し、入札参加資格喪失届を提出すること。 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 
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（１）入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」

の「入札説明書」からダウンロード可。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/1026670/1003487.html 

（２）ダウンロードにより配布する仕様書等は積算用のため、それ以外の用途での使用・譲渡・再配布

は禁止する。 

（３）質問及び回答 

質問及び回答の期限は「入札案件概要書」のとおり。 

※質問は、相模原市ホームページ「申請書ダウンロード」に掲示している「質問回答書（電子入

札用）」により作成し、電子入札システム内で添付ファイル形式により提出すること。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/keiyaku/index.html 

※紙入札参加者は、事前に「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に電話等で連絡の上、E-mail

の方法で「質問回答書（電子入札用）」を提出すること。 

※回答は、原則として電子入札システム内で公開するが、紙入札参加者については、E-mail によ

り回答を送付する。 

 （４）質問は、上記(３)以外の方法によるものは受け付けない。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

契約規則第８条第３号により免除とする。 

 

１０ 入札金額の記載に関する事項 

（１）入札金額は、履行期間全体の総額とすること。 

（２）入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額（軽減税率対象品目については１００分の

８に相当する額（これらの額に１円未満の端数があるときは、それぞれその端数金額を切り捨て

た金額））を加算した金額をもって契約限度金額とする。 

（３）入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約限度金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に

相当する金額を入札金額とすること。 

 

１１ 入札の無効に関する事項 

   次のいずれかに該当する場合は無効とする。 

（１）政令第１６７条の４に定める入札参加資格のない者がした入札 

（２）契約規則第１６条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札 

（３）ＩＣカード登録後に変更が生じているにもかかわらず、変更手続をしないまま参加した入札 

（４）他人名義のＩＣカードを不正に取得し、使用して行った入札 

（５）ＩＣカードを不正に使用した入札 

（６）入札参加を認められた者で、落札決定までに「２ 入札参加に必要な資格に関する事項」の（１）

から（５）までのいずれかを満たさなくなった者がした入札 
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（７）次に掲げる不備があった紙入札 

ア 入札者等の記名がないもの 

イ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なもの 

ウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの 

エ 公告に示した案件名の記載がないもの 

オ 所定の日時までに到達しないもの 

カ 封筒に入札書を２通以上入れたもの 

キ その他事前に示した項目の記載が漏れているもの 

ク 紙入札承認を受けていないもの 

 

１２ 落札者の決定方法に関する事項 

（１）予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

（２）原則として、落札者の決定は開札日とする。 

（３）最低札が同額の場合は、くじ引きにより決定する。 

（４）入札執行回数は、原則として１回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないとき

は、再度入札を１回行う。その場合は「電子入札システム」により開札日から起算して７日（閉

庁日を除く。）以内に再入札通知書を発行する。 

なお、１回目の入札に参加しなかった者、１回目の入札で無効な入札をした者又は１回目の入

札で失格となった者は再度入札に参加することができない。 

（５）落札者決定通知書は電子入札システムにより通知する。 

（６）紙入札により参加した者へは（４）及び（５）の通知はE-mailにて行う。 

 

１３ 契約保証金に関する事項 

原則として、契約限度金額の１０分の１以上の契約保証金を契約締結日までに納付すること。ただ

し、契約規則第３４条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

履行保証保険契約を締結する場合は、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期（以下「保

険期間の終期」という。）が契約期間の最終日に至らないものであるときは、当該保険期間の終期の

日から起算して７日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から契約期間の最終日までを新た

な期間とする履行保証保険契約を締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

なお、その場合においても保険金額は、契約限度金額の１０分の１以上とし、寄託できない場合は契

約を解除する。また、新たな履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した場合においても、

当該履行保証保険契約の保険期間の終期が契約期間の最終日に至らないものであるときは、同様とす

る。 

 

１４ 入札の中止等に関する事項 

（１）入札を公正に執行することができないと判断したときは、入札を中止、延期又は取消しをする。 

（２）開札した後であっても、地方自治法第２３４条第５項の規定により契約が確定する前に、発注
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者による、入札執行手続きの誤り又は入札公告や仕様書の誤りが原因で、入札の公正性が損なわ

れていることが判明した場合には、入札を取消しとすることがある。 

（３）入札参加者がない入札については、中止とする。 

（４）入札を中止、延期又は取消した場合は、その旨を入札参加者全員に通知する。 

（５）入札が中止、延期又は取消しとなった場合、入札のために要した費用を相模原市に請求するこ

とはできない。 

 

１５ 契約金の支払方法に関する事項 

契約金額の支払いは、契約書及び仕様書に従って、請求に基づき行う。 

 

１６ 郵便入札に関する事項 

（１）郵便入札は、原則として遠隔地（例えば日本国外等）にある者を対象とする。郵便入札を行う

場合は、「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に事前に連絡すること。 

（２）郵便入札は、「簡易書留」又は「一般書留」郵便によること。この書留郵便は、二重封筒とし、

別紙様式による入札書を中封筒に入れ封緘の上、中封筒には氏名等を朱書すること。外封筒には

入札番号、件名及び開札日を記載するとともに「入札書在中」と朱書し、「３ 問合せ先及び契

約条項を示す場所」宛てに郵送すること。また、郵送した日に「３ 問合せ先及び契約条項を示

す場所」に必ず電話連絡すること（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）。 

（３）加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。 

（４）提出期限は、別紙「入札案件概要書」のとおり。 

 

１７ 開札に立ち会う者に関する事項 

 開札は電子入札システムにおいて行うため、原則として入札者の立会いは要しない。ただし、立 

会いを希望する場合は、開札日前日までに「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に連絡すること。 

また、開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書類を事前に提出しなければならない。 

 

１８ その他 

(１）契約の締結にあたっては、契約書の作成を要する。なお、契約書の作成費用は落札者の負担と

する。また、契約条項は、別紙「契約書（案）」による。 

落札者は、落札決定の翌営業日（当該日が相模原市の休日を定める条例(平成元年相模原市条

例第 4号)第 1条第 1項に規定する相模原市の休日に当たるときはその日以後において最も近い

休日でない日）までに内訳書を提出すること。 

（２）この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３条）

の適用を受けるものである。 

（３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 
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（４）談合に関する情報がよせられた場合は、相模原市談合情報対応マニュアル（平成１６年６月  

１日施行）によるものとする。 

（５）苦情申立て 

ア 当該調達に関し、相模原市入札監視委員会に対して苦情申立てを行うことができる。 

イ 落札者の決定後苦情申立てが行われた場合、相模原市政府調達に関する苦情処理手続要綱

（平成２２年４月１日施行）に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 

（６）競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

２(９)に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者が競争入札に参加するためには、当

該参加資格を有する旨の認定を受けなければならない。 

（７）手続等の詳細及びこの公告に規定のない事項については、「契約規則」、「特例規則」、かながわ

電子入札システムに係る「電子入札運用基準」及び「相模原市物品購入（工事に使用する物品以

外）に係る電子入札実施要領」によるものとする。 

（８）落札決定後、契約締結までの間に、「２ 入札参加に必要な資格に関する事項」のいずれかを

満たしていないと認められる場合には、契約を締結しない。 



契約締結の日 から 令和11年5月31日 まで 契約期間

営業種目 細目参
　
加
　
条
　
件

 備考 ・この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。

 開札予定日時 令和7年12月8日 (月)

　認定済
　営業種目
　（入札日の前日まで）

「その他の業務請負等委託（労働者派
遣以外）」

「封入封緘」

午前10時

から

令和7年12月4日

令和7年12月4日 (金) 午後5時 まで令和7年12月5日

午後１時

午後５時 まで

令和7年11月4日 (火)

(火)

午後５時 まで

(火)

(木) 午前９時

(水)

 質問期限 令和7年11月19日

参加資格がないと認めた理
由の説明請求期限

令和7年11月28日 (金)

参加資格がないと認めた理
由の説明請求に係る回答期
限

令和7年12月2日 (火)

(水)

 回答期限 令和7年11月26日

競争参加資格確認通知書
発行期間

令和7年11月18日 午後５時から 令和7年11月18日 まで

競争参加資格確認申請書
受付期間

令和7年11月12日

実績

午前９時 から

 入札案件概要書 公告日 令和7年11月4日 公告別案件Ｎｏ 1/1

 入札番号 4051

 契約件名

 入札書受付期間
(木) までに必着　＊郵便の場合

 履行場所

国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託

正午 まで(水)

別紙仕様書のとおり

・公告日から過去５年以内に、地方公共団体を相手として、一度の発送件数の最大
が同程度である印字プログラム作成を伴う封入封緘業務を履行した実績を有するこ
と。



国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務の概要 

受注者は発注者の指示のもと国民健康保険税納税通知書、マルチペイメントネットワー

ク、コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行を利用した収納に対応できるＭＰＮ運営機構が

定める仕様に適合したＯＣＲ納付書とそれらを印字するための印字プログラム並びに各種封

筒、チラシ（以下、「納税通知書等」）を作成し、発注者が提供するデータを基に納税通知

書及び納付書の印字及び封入封緘を行い、発注者が指定する場所へ納品する業務を行うも

の。 

なお、本委託の内、一部の業務の実施にあたっては、厚生労働省が策定する「国民健康保

険システム標準仕様書」【第1.4版】（最新版への更新により変更の場合がある。）（以下、

「標準仕様書」）に準拠するものとする。 

また、本仕様の内容については、制度改正等により変更される場合がある。その場合は、

発注者と受注者が協議し業務を行うものとする。 

 

２ 業務期間及び業務スケジュール 

（１）業務期間は契約締結日から令和１１年５月３１日までとする。 

（２）業務スケジュールは別表１「業務スケジュール」のとおりに行うこと。 

 

３ 作業工程表の提出 

（１）毎年度、受注者が作業工程表を作成すること。 

（２）各種帳票の校正日程を明記する。なお、各年度の当初納税通知書のテスト作業前に、

当初納税通知書に係る全ての帳票の校正を完了できるように設定すること。 

（３）当初納税通知書のテスト日程（印字データ受渡日、テスト成果品納品日）を明記す

る。 

（４）印字データ受渡日、引抜データ送付日、引抜物納品日及び発送日を明記すること。 

（５）各種書類の提出日程を明記すること。各種書類とは、個人情報に係る書類、重量 

票・内訳票をいう。 

 

４ 作業場所 

受注者は、契約後、業務開始前までに、作業場所を届け出ること。 

（１）受注者は、主任担当者、業務従事者及び発注者との連絡担当者を定め、発注者に 

書面で通知するものとする。 

（２）主任担当者は、業務委託に関する一切の事項について、責任を持って処理しなけ 

ればならない。 

 

５ 工程管理 

（１）受注者は、３で作成した作業工程表に従い、工程管理を行わなければならない。 

（２）受注者は、進捗状況を随時発注者に報告する。 

 

６ 令和８年６月から１２月までの納税通知書等作成に係る業務 

 以下の仕様を基に、令和８年６月から１２月までの間に対応する納税通知書等を作成す

る。 

 

（１）共通事項 

ア 帳票の作成・校正 

令和８年６月の当初納税通知書の発送に間に合うように帳票を作成すること。 



発注者が指定する様式にて原稿を作成し、３回以上校正（文字・色）を行うこと。 

見本品を作成し、校了後、必要枚数の帳票を別表２「印刷帳票一覧」のとおり作成  

すること。 

レイアウトの詳細については、発注者、受注者協議の上で決定すること。（現行の 

レイアウトを参照のこと） 

制度改正等に伴い帳票内容に変更があった場合については、対応できるようにする 

   こと。 

   

イ 納付書の様式審査・読み取りテストについて 

（１）納付書については、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社エヌ・ティ・ティ・デ 

ータ等による様式審査及び読み取りテスト（以下、「様式審査等」）がある。 

（２）受注者は、様式審査等提出用として、テスト印刷した納付書及びウにおいて作

成した印字プログラムに基づきテスト印字した納付書を、発注者が指定した期限ま

でに、指定した部数を発注者に提出すること。 

（３）様式審査等において、修正事項があった場合は、受注者の負担において修正 

し、発注者の了承を得ること。 

（４）本番データ提供前までに検証結果が合格となるようにすること。 

（５）様式審査等の申請は発注者が行う。 

 

ウ プログラムの開発・改修及びテスト  

発注者が提供する印字用データ及び発注者が指定するレイアウトに適合する印字プ 

   ログラムを開発し、発注者が提供するテスト印字用データに基づき納税通知書及び納

付書に印字し印字位置テストを行うこと。 

   また、発注者が指定するパターンごとに封入封緘し、一連の作業テストを行い、発注

者が指定する期限までに納品し、発注者の確認を受けること。 

本番前に発注者が提供する本番前テスト印字用データ及び作成した印字プログラムに 

基づき納税通知書及び納付書に印字し、発注者が指定するパターンごとに封入封緘し、

一連の作業テストを行い、発注者が指定する期限までに納品すること。 

なお、本番データ提供前までに検証結果が合格となるようにすること。 

    ファイルレイアウトについては、印字項目をレイアウトするものとし、詳細につい 

ては、発注者、受注者協議の上で決定すること。 

制度改正等により必要が生じた場合は、印字プログラムの改修を行い、同様にテス 

トを行うこと。 

 

エ 発注者の文字環境を使用すること。（別紙「相模原市文字仕様」参照） 

オ コンビニエンスストア（以下「ＣＶＳ」という。）用バーコードは、ＧＳ１－１２  

８による１段バーコード標記とすること。 

カ ＯＣＲ印字を可能とすること。  

キ 契約期間中の帳票類等の保管及び在庫管理は、原則として受注者が行うものとする  

こと。 

 

（２）帳票等 

次に掲げる帳票を別表２「印刷帳票一覧」のとおり設計、作成及び修正（色校正を含 

む。）を発注者が指定する色で行う。 

ア 納税通知書 

  令和８年１月（予定）に発注者が提供する、新様式レイアウト（現行レイアウト（別 

 添見本「①現行様式（納税通知書）」参照）に子ども支援金分に関する内容を加味した 

もの）のとおりに作成すること。 



イ 納付書 

  納入済通知書･原符兼払込金受領証･領収証書の境目にミシン目を入れること。 

ウ 各種チラシ 

エ 各種封筒 

同封する帳票の宛名情報等が窓部分から確実に確認できるものとすること。 

 

（３）データの引き渡し等 

データ提供媒体は、原則ＤＶＤ（もしくは発注者と受注者の協議の上でＬＧＷＡＮ－Ａ

ＳＰ）とする。データ引渡日（毎月第３営業日（予定））に、引渡場所（相模原市健康福

祉局生活福祉部国保年金課「以下「国保年金課」という。）にてアウトプットデータを受

領すること。なお、データ引渡日は、変更になる可能性もあるので、対応できるようにす

ること。 

 

（４）封入封緘 

ア 発注者が指定するパターンごとに別表４「印字封入封緘年間予定表」のとおり封入封 

緘すること。なお、合計数量は前後する可能性がある。 

イ 納税通知書、納付書、各種封筒及びチラシは、令和８年６月の当初納税通知書の発送

までに作成したものを令和８年１２月まで使用すること。 

ウ 発送日（毎月第８営業日（予定））に合わせて、遅滞なく封入封緘する。なお、 

発送日は、変更になる可能性もあるので、対応できるようにすること。 

 

（５）引抜き 

   引抜データ送付日（毎月第５営業日（予定））に発注者からＰＣメールにより送付さ 

れる引抜リストを元に引抜作業を行い、引抜物納品日（毎月第７営業日（予定））まで 

に、国保年金課へ納品すること。なお、引抜データ送付日及び引抜物納品日は、変更に 

なる可能性もあるので、対応できるようにすること。 

 

（６）発送 

ア 封入封緘した成果品は、徴収区分データ（一般、口座、年金特徴）ごと、郵便番号

（○○○－△△△△まで）ごと、重量ごとに分け、市内郵便局３局（橋本局・相模原局・ 

座間局）ごとに記載した重量票を作成すること。 

イ 送付件数（郵便局ごと、納付書枚数ごと、徴収区分データ（一般、口座、年金特  

徴）ごと）を計算し、内訳票を作成すること。 

ウ 重量票及び内訳票は、発送日前々日までに、発注者にＰＣメールにより提出するこ 

と。 

エ 郵便バーコードエラー分は引抜を行い、発送日までに国保年金課へ納品すること。 

  オ 発送日までに、徴収区分データ（一般、口座、年金特徴）ごと、郵便番号（○○○

－△△△△まで）ごと、重量ごとに分け国保年金課へ納品し、検査検収後、市内各郵

便局３局（橋本局・相模原局・座間局）へ、成果品を差出すこと。その後、発送日当

日中に郵便差出票（控え）を国保年金課へ納品すること。 

 

７ 地方公共団体情報システムの標準化に係る対応 

以下の仕様を基に、令和９年１月から令和１１年５月まで、令和９年１月（予定）に運

用開始となる標準化システムに対応する納税通知書等を作成する。 

帳票類のレイアウトについては厚生労働省が策定する「標準仕様書」に準拠するものと

する。 

 

 



（１） 共通事項 

ア 帳票の作成・校正 

令和９年１月の納税通知書の発送及び毎年度６月の当初納税通知書の発送に間に合

うようにそれぞれ帳票を作成すること。発注者が指定する様式にて原稿を作成し、３

回以上校正（文字・色）を行うこと。見本品を作成し、校了後、必要枚数の帳票を別

表３ 印刷帳票一覧（標準仕様）のとおり作成すること。 

なお、帳票の種類、仕様及び必要枚数については追加または変更となる可能性があ

るので、発注者、受注者協議の上で決定すること。 

また、レイアウトの詳細については、発注者、受注者協議の上で決定すること。 

制度改正等に伴い帳票内容に変更があった場合については、対応できるようにする

こと。 

イ 納付書の様式審査・読み取りテストについて 

（１）納付書については、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社エヌ・ティ・ティ・デ 

ータ等による様式審査及び読み取りテスト（以下、「様式審査等」）がある。 

（２）受注者は、様式審査等提出用として、テスト印刷した納付書及びウにおいて作

成した印字プログラムに基づきテスト印字した納付書を、発注者が指定した期限ま

でに、指定した部数を発注者に提出すること。 

（３）様式審査等において、修正事項があった場合は、受注者の負担において修正

し、発注者の了承を得ること。 

（４）本番データ提供前までに検証結果が合格となるようにすること。 

（５）様式審査等の申請は発注者が行う。 

 

ウ プログラムの修正及び印字テスト、封入封緘テスト  

令和９年１月（予定）に運用開始となる標準仕様書に対応するために発注者が提供す  

る印字用データ及び発注者が指定するレイアウトに適合する印字プログラムに修正し、 

発注者が提供するテスト印字用データに基づき納税通知書及び納付書に印字し、印

字位置テストを行うこと。 

また、発注者が指定するパターンごとに封入封緘し、一連の作業テストを行い、発注 

者が指定する期限までに納品し、発注者の確認を受けること。 

本番前に発注者が提供する本番前テスト印字用データ及び作成した印字プログラム 

に基づき納税通知書及び納付書に印字し、発注者が指定するパターンごとに封入封緘 

し、一連の作業テストを行い、発注者が指定する期限までに納品すること。 

なお、本番データ提供前までに検証結果が合格となるようにすること。 

ファイルレイアウトについては、印字項目をレイアウトするものとし、詳細につい 

ては、発注者、受注者協議の上で決定すること。 

制度改正等により必要が生じた場合は、印字プログラムの改修を行い、同様にテス 

トを行うこと。 

 

エ 当初納税通知書本番前テスト 

毎年度６月に当初納税通知書の本印字を開始する前に、発注者が提供する本番前テス

ト印字用データに基づき、本番と同様に納税通知書及び納付書に印字し、印字テストを

行うこと。 

また、発注者が指定するパターンごとに封入封緘し、一連の作業テストを行い、発注

者が指定する期限までに納品すること。 

なお、本番データ提供前までに検証結果が合格となるようにすること。 

  オ 文字仕様については、デジタル庁が定める「行政事務標準文字」とし、文字フォン 

トはデジタル庁が作成した「行政事務標準当用明朝フォント」とする。 



カ コンビニエンスストア（以下「ＣＶＳ」という。）用バーコードは、ＧＳ１－１２  

８による１段バーコード標記とすること。 

キ ＯＣＲ印字を可能とすること。 

ク 契約期間中の帳票類等の保管及び在庫管理は、原則として受注者が行うものとする  

こと 。 

 

（２）帳票等 

次に掲げる帳票を別表３ 印刷帳票一覧（標準仕様）のとおり設計、作成及び修正（色

校正を含む。）を発注者が指定する色で行う。 

ア 納税通知書  

発注者が提供する、新様式レイアウト（現行レイアウト（別添見本「①現行様式（納 

税通知書）」参照）に子ども支援金分に関する内容及び標準仕様書の内容を加味したも 

の）のとおりに作成すること。 

イ 納付書 

  マルチペイメントネットワーク、コンビニエンスストア、株式会社ゆうちょ銀行を 

利用した収納に対応できる日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める仕様 

及び地方税統一ＱＲコード（eL-QR）に適合した納付書を作成すること。 

 ただし、地方税統一ＱＲコードの印字用データの提供は発注者が指定する時期に行

う。 

   納入済通知書･原符兼払込金受領証･領収証書の境目にミシン目を入れること。 

ウ 各種チラシ 

エ 各種封筒 

同封する帳票の宛名情報等が窓部分から確実に確認できるものとすること。 

 

（３）データの引き渡し等 

データ提供媒体は、原則ＤＶＤ（もしくは発注者と受注者の協議の上でＬＧＷＡＮ－Ａ

ＳＰ）とする。データ引渡日（毎月第３営業日（予定））に、引渡場所（相模原市健康福

祉局生活福祉部国保年金課「以下「国保年金課」という。）にてアウトプットデータを受

領すること。なお、データ引渡日は、変更になる可能性もあるので、対応できるようにす

ること。 

 

（４）封入封緘 

ア 発注者が指定するパターンごとに別表４ 印字封入封緘年間予定表のとおり封入封 

緘すること。なお、合計数量は前後する可能性がある。 

イ 発送日（毎月第８営業日（予定））に合わせて、遅滞なく封入封緘する。なお、 

発送日は、変更になる可能性もあるので、対応できるようにすること。 

 

（５）引抜き 

   引抜データ送付日（毎月第５営業日（予定））に発注者からＰＣメールにより送付さ 

れる引抜リストを元に引抜作業を行い、引抜物納品日（毎月第７営業日（予定））まで 

に、国保年金課へ納品すること。なお、引抜データ送付日及び引抜物納品日は、変更に 

なる可能性もあるので、対応できるようにすること。 

 

（６）発送 

ア 封入封緘した成果品は、徴収区分データ（一般、口座、年金特徴）ごと、郵便番号

（○○○－△△△△まで）ごと、重量ごとに分け、市内郵便局３局（橋本局・相模原局・ 

座間局）ごとに記載した重量票を作成すること。 

イ 送付件数（郵便局ごと、納付書枚数ごと、徴収区分データ（一般、口座、年金特  



徴）ごと）を計算し、内訳票を作成すること。 

ウ 重量票及び内訳票は、発送日前々日までに、発注者にＰＣメールにより提出するこ 

と。 

エ 郵便バーコードエラー分は引抜を行い、発送日までに国保年金課へ納品すること。 

  オ 発送日までに、徴収区分データ（一般、口座、年金特徴）ごと、郵便番号（○○○

－△△△△まで）ごと、重量ごとに分け国保年金課へ納品し、検査検収後、市内各郵

便局３局（橋本局・相模原局・座間局）へ、成果品を差出すこと。その後、発送日当

日中に郵便差出票（控え）を国保年金課へ納品すること。 

 

８ 検査及び検収 

  納品時に発注者が成果品の検査及び検収を行う。ただし、必要がある場合には、作業 

場所にて検査及び検収をすることができる。 

９ 受注者負担 

本業務委託の実施に必要となる機器、事務用品、通信費及び運搬費等については、受

注者の負担とするものとする。 

 

１０ 委託業務の調査及び立ち会い 

発注者が必要であると認めるときには、発注者は委託業務の進行状況の調査及び立ち

合いをすることができる。 

 

１１ 作成物の帰属 

本業務の履行に伴い発生する帳票等の所有権は、すべて発注者に帰属する。 

 

１２ データの保護 

受注者は、データ（個人情報・磁気媒体）等の安全対策を講じるほか、次の事項につ 

いて遵守すること。 

ア 保管 

受注者はデータ等について契約期間満了まで善良な管理のもとに保管すること。 

イ 返還 

受注者は、発注者から提供を受けたデータ等は、受託業務の履行上不要となった時点

で、遅延なく発注者へ返還すること。 

 

１３ 業務上の注意 

ア 封入封緘の際には、封入物のもれや封緘もれのないよう細心の注意を払うこと。 

イ 各種納税通知書、納付書の引受件数と封入封緘後の件数が一致すること。 

ウ 納税通知書等に印字不良等の事故があった場合は、速やかに修復、処分等を行わなけ

ればならない。 

エ アウトプットデータ（ＤＶＤ）は、納品日に国保年金課に返却すること。 

 

１４ その他 

ア 全ての工程において問題が生じた場合は、その時点で速やかに発注者へ連絡し、発注

者の指示に従うこと。 

イ 受注者は、印字プログラム開発及び改修費用の詳細な根拠資料について、発注者の求



めに応じて書面により提出するなど発注者の指示に従うこと。 

 

１５ 誤りの修正義務 

本業務終了後において、本仕様書及び協議にて決定した事項の定めに適合しないも 

のとして不良箇所又は不適当な部分が発見された場合は、受注者の責において速やか 

に修正・補完するものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。 

 

１６ 個人情報等の取扱いについて 

受注者は、別紙「個人情報等の取扱いに関する特記事項」に従い、個人情報等を  

取り扱うこと。 

 

１７ 業務実施における環境配慮について 

本契約における委託業務の実施においては、次の各号の環境配慮事項に留意して業 

務を行うものとする。 

ア 「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギー 

に取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守 

すること。 

イ  市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。 

ウ 業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他 

者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよ 

う努めること。 

エ 業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の 

処理にあたっては、関連法令を遵守し、適正に処理すること。 

 

１８ 疑義の協議 

本仕様書に記載されていない事項、または疑義が生じた場合は発注者と受注者が協 

議し解決するものとし、受注者はその結果に従い業務を遂行しなければならない。 



別表１　業務スケジュール　

R7 R8
（～R8.12）

R8
（R9.1～）

R9 R10 R11
（～R11.5）

帳票作成・校正　作業期間　（令和８年５月頃まで）

帳票作成・校正　作業期間　（令和８年１２月頃まで）　※主に標準化仕様対応

帳票作成・校正　作業期間　（令和９年１月以降）　※当初納通本番前に毎年度実施

印字・封入封緘・発送（当初・随時）　（令和８年６月から令和１１年５月まで）

※業務スケジュールは変更となる場合があります。

印字プログラム開発及びテスト・様式審査等・本番前テスト　作業期間　（令和８年５月頃まで）

印字プログラム修正及びテスト・様式審査等・本番前テスト　作業期間　（令和８年１２月頃まで）
※主に標準化仕様対応

業務内容

印字プログラム修正及びテスト・様式審査等・本番前テスト　作業期間　（令和９年１月以降）
※制度改正等により必要が生じた場合のみ。ただし当初納通本番前テストは毎年度実施



別表２

印刷帳票一覧

項番 規格・仕様 必要枚数(予定)

①

納税通知書

（レイアウトは別添見本「①現行様式（納税通知書）」に

子ども支援金分追加に関する制度改正を加味したもの）

Ａ３、上質紙　７０㎏

両面印刷（表２色、裏２色）

印影印字あり

174,200

②
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【納付書世帯】市内用

縦１２０ミリ×横２３１ミリ

晒クラフト紙　７０㎏

グラシン窓、封筒内透け防止印刷、

表２色、封筒内１色、アラビア糊加工

77,700

③
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【納付書世帯】市外用
同上 5,500

④
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【口座世帯・特徴世帯】市内用
同上 82,500

⑤
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【口座世帯・特徴世帯】市外用
同上 8,500

⑥ 納税通知書

Ａ３、上質紙　７０㎏

両面印刷（表０色、裏２色）

電子印影印字あり

7,500

⑦ 納税通知書用窓あき封筒（アドヘア）

縦１２０ミリ×横２３１ミリ

晒クラフト紙　７０㎏

グラシン窓、封筒内透け防止印刷

表２色、封筒内１色、アドヘア糊加工

7,500

⑧ 国保課お知らせチラシ

Ａ５カットサイズ（縦１７５ミリ×横１９５ミリ）

上質紙　５５㎏

両面印刷（表１色、裏１色）

60,000

⑨ 説明チラシ（特徴新規）
縦１００ミリ×横２１０ミリ

上質紙　５５㎏、片面印刷（１色）
4,000

⑩ 説明チラシ（特徴中止） 同上 1,000

⑪ 説明チラシ（仮徴中止） 同上 1,000

⑫

縦４．５インチ×横８．５インチ

上質紙ＯＣＲ用紙　７２㎏

両面印刷（表１色、裏１色）、ミシン縦２本

コーナーカット（無し）、耳部ミシンなし

793,000

（

オ

ン

ラ

イ

ン

用
）

チ

ラ

シ

類

納付書

（レイアウトについては別添見本「②現行様式（納付書）」参照）

品名

（

バ

ッ

チ

処

理

用

）

令和8年度（6～12月分）標準化前仕様



別表３

印刷帳票一覧（標準仕様）

項番 規格・仕様（予定）
令和8年度

（R9.1～3月分）

令和9年度

（R9.4～3月分）

令和10年度

（R10.4～3月分）

令和11年度

（R11.4～5月分）

①

納税通知書

（レイアウトは別添見本「①現行様式（納税

通知書）」に子ども支援金分追加に関する制度

改正及び標準仕様書を加味したもの）

Ａ３、上質紙　７０㎏

両面印刷（表２色、裏２色）

印影印字あり

30,200 212,600 212,600 0

②
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【納付書世帯】市内用

縦１２０ミリ×横２３１ミリ

晒クラフト紙　７０㎏

グラシン窓、封筒内透け防止印刷、

表２色、封筒内１色、アラビア糊加工

13,700 95,100 95,100 0

③
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【納付書世帯】市外用
同上 1,500 7,500 7,500 0

④
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【口座世帯・特徴世帯】市内用
同上 13,500 99,500 99,500 0

⑤
納税通知書用窓あき封筒（アラビア）

【口座世帯・特徴世帯】市外用
同上 1,500 10,500 10,500 0

⑥ 納税通知書

Ａ３、上質紙　７０㎏

両面印刷（表０色、裏２色）

電子印影印字あり

2,500 11,000 11,000 0

⑦ 納税通知書用窓あき封筒（アドヘア）

縦１２０ミリ×横２３１ミリ

晒クラフト紙　７０㎏

グラシン窓、封筒内透け防止印刷

表２色、封筒内１色、アドヘア糊加工

2,500 11,000 11,000 0

⑧ 国保課お知らせチラシ

Ａ５カットサイズ（縦１７５ミリ×横１９５

ミリ）

上質紙　５５㎏

両面印刷（表１色、裏１色）

37,000 109,000 109,000 0

⑨ 説明チラシ（特徴新規）
縦１００ミリ×横２１０ミリ

上質紙　５５㎏、片面印刷（１色）
0 4,000 4,000 0

⑩ 説明チラシ（特徴中止） 同上 0 1,000 1,000 0

⑪ 説明チラシ（仮徴中止） 同上 0 1,000 1,000 0

⑫

縦４．５インチ×横８．５インチ

上質紙ＯＣＲ用紙　７２㎏

両面印刷（表１色、裏１色）、

ミシン縦２本、コーナーカット（無し）、

耳部ミシンなし

34,000 833,000 833,000 0

納付書

（レイアウトについては別紙見本「③標準化様式

（納付書）」参照）

必要枚数(予定)

品名

（

バ

ッ

チ

処

理

用

）

（

オ

ン

ラ

イ

ン

用

）

チ

ラ

シ

類

標準化後仕様（R9.1～）



別表４　印字封入封緘年間予定表

区分 品名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

Ａ1

納税通知書+納付書（１０枚）＋国

保のしおり＋Web口振勧奨チラシ＋

窓あき封筒【納付書世帯】

57,000 57,000

Ａ2

納税通知書＋納付書（０枚～９枚）

＋国保のしおり＋Web口振勧奨チラ

シ＋窓あき封筒【納付書世帯】

8,000 8,000

Ａ3

特徴新規世帯（指定した連番の納

通）への説明チラシ（特徴新規）を

追加封入

4,000 4,000

Ａ4

特徴中止世帯（指定した連番の納

通）への説明チラシ（特徴中止）を

追加封入

1,000 1,000

Ａ5

仮徴中止世帯（指定した連番の納

通）への説明チラシ（仮徴中止）を

追加封入

1,000 1,000

Ａ6
納税通知書＋国保のしおり＋窓あき

封筒【口座世帯】
47,000 47,000

Ａ7
納税通知書＋国保のしおり＋窓あき

封筒【特徴世帯】
10,000 10,000

Ｂ1

納税通知書＋納付書＋国保課お知らせチ

ラシ＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒

【納付書世帯】

2,700 1,400 1,000 5,700 4,700 4,700 4,700 4,300 3,300 3,700 2,900 2,300 41,400

Ｂ２
納税通知書+国保課お知らせチラシ

＋窓あき封筒【口座世帯】
2,700 1,400 1,000 5,200 4,700 4,700 4,700 3,800 3,300 3,700 2,900 2,300 40,400

（

当

初

）

（

随

時

）









見本 「③標準化様式（納付書）」
※仕様は変更となる可能性があります



 

 

 相模原市文字仕様 

文字フォント 書体名     ： 相模原市 mj明朝 

ファイル名   ： SGMMJM.TTF 

バージョン   ： 1.0 

文字格納範囲 ： U+0020～U+10FFFF 

文字コード Unicode(UTF-16) 

提供するフォントデータは以下に準拠します。 

・ISO/IEC 10646 Universal Coded Character Set(UCS):2014 4th edition 

エンコーディング形式 UTF-16LE(リトルエンディアン)、BOMあり、サロゲートあり 

文字コード体系 1-2．Unicode BMP以外のコード領域（1面～16面）を含む Unicode 

※サロゲートエリアは以下の範囲を使用します。 

  2面 U+20000  ～ U+2FFFF 

 16面 U+10000 ～ U+10FFFF 

IVS/IVD文字、未割当文字をＰＵＰ面に格納します。 

文字セット 相模原市文字 

JIS第一水準から JIS第四水準を含む文字セット 

（IPAmj明朝準拠） 

データ形式 可変長（CSV） 

対応文字規格 ISO/IEC 10646:2014(Unicode 8.0.0) 

文字フォントバージョン 001.01 

著作権 Copyright(c) Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA), 

2015. You must accept 

"http://www.citpc.jp/citpc_font_license_2015_07.html" to use this 

product. 

ライセンスの説明 内字フォント http://www.citpc.jp/citpc_font_license_2015_07.html 

外字フォント「ア フォントライセンスについて」を参照 

フォントファイル ・内字フォント：SGMMJM.TTF 

 漢字文字数 58,812文字(*1) 

 その他非漢字文字数 1,682文字(*1) 

・外字フォント：SGMEUDC.TTE/ SGMEUDC.EUF 

 ユーザー外字の最大数 6,395文字(予約領域 5文字を除く(*2)) 

 ユーザー外字の使用数 1,983文字 

（外字フォントの文字格納範囲 ：BMPの PUA領域 U+E000～U+F8FF） 

 

「相模原市文字」・・・IPAmj 明朝に対して以下のカスタマイズを行った相模原市独自の文字フォ

ント 

*1 文字数は、字形が重複している文字（同一字形）を除いた文字数 

（同一字形：後述の‘イ’参照） 

*2 予約領域 5文字については、‘ウ’参照 

 

 



 

 

相模原市文字カスタマイズ内容 

カスタマイズ内容 半角文字（U+0020～U+007E、U+00A5、U+203E）は固定ピッ

チで表現 

IVS/IVD文字、未割当文字を Private Use Plane(PUP)に格

納（使用する格納面は 16面（U+100000～U+10FFFF）） 

 

IVS/IVD文字、未割当文字の格納については、文字情報基盤導入テクニカルスタディ 

(http://mojikiban.ipa.go.jp/contents/2014/03/study.1.0.pdf)の考え方に従う。 

 

  



 

 

図表 ５－３ フォントファイルの構成 

 

 

ア フォントライセンスについて 

相模原市文字の内字フォントのベースフォントは「文字情報技術促進協議会」から提供を受けている。

「相模原市 mj 明朝」の使用または利用に当たっては、「文字情報技術促進協議会」が定める条件

(http://www.citpc.jp/citpc_font_license_2015_07.html)に従うこと。 

また、「相模原市 mj明朝」を使用し、複製し、または頒布する行為、その他、「IPAフォントライセンス v1.0」

に定める権利の利用を行った場合、受領者は「IPAフォントライセンス v1.0」

(http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html)に同意したものと見なす。 

相模原市文字の外字を追加する際には、外字作成機能を利用する。外字作成機能では、外字ライ

ブラリ内の文字字形に基づいて外字字形を作成する。外字ライブラリ内の文字字形に基づいて作成

された外字字形の著作権は、外字ライブラリの製造元である株式会社 IRCデータ・プロ・テクニカ

および文字鏡フォントの供給元である株式会社エーアイ・ネットに帰属しており、外字ライブラリ

を購入した法人または団体内の業務範囲内に限定して利用が許諾されている。当該業務に関わる業

務委託を除き、第三者に対する譲渡・貸出・販売といった行為は、有償・無償を問わず、利用許諾

の範囲外となる。 

 

イ 相模原市文字の使用範囲について 

相模原市文字の内字フォントは、IVS/IVD文字を PUPに格納している。IVS/IVD文字の中には IVSの仕

様により対応する字形が実装されていない場合に表示する字形「デフォルトグリフ」も含まれている。そのた

め、PUP と Unicode Basic Multilingual Plane(BMP)、Supplementary Ideographic Plane(SIP)に同一

字形が存在する。BMP/SIP/PUPのいずれの文字を使用するかは、「文字情報技術促進協議会」から提供さ

れる「MJ文字図形名 UCS符号位置対応表」に従う。 

Unicode 2 面 

 

Unicode BMP 

Unicode 16面 

(PUP) 

IVS/IVD 文字 

未割当文字 

PUA 

内字フォント 外字フォント 



 

 

ウ Unicode Private User Areaに登録できる文字数について 

相模原市文字の内字フォントでは、Unicode Private User Area のうち 5 文字を予約領域として確

保しているため、外字の登録ができない。よって、相模原市文字の使用範囲から除外する。 

 

エ 円記号とオーバーラインについて 

相模原市文字の内字フォントは、JIS X 0221「国際符号化文字集合(UCS)」に準拠し文字の符号位置

(Unicode)を決定している。そのため、円記号「\」とオーバーライン「~」の符号位置が、デファクトスタンダー

ドである Windows等の符号位置と異なるので注意が必要となる。 

図表 ５－１４ 相模原市文字と Windows 文字セットとの Unicodeの違い 

文字 名称 
Unicode 

相模原市文字 Windows 

 
逆斜線(REVERSE SOLIDUS) U+005C  

 
チルダ(TILDE) U+007E  

 
円記号（YEN SIGN） U+00A5 U+005C 

 

オーバーライン（OVERLINE） U+203E U+007E 

 

オ 文字幅について 

相模原市文字の内字フォントに格納されている文字の文字幅は 3種類ある。 

 

全角幅 … 高さ・幅が同じサイズ 

半角幅 … 全角文字に対して高さは同じで、幅が半分のサイズ 

その他 … 全角文字に対して高さは同じで、文字により幅が異なる 

 

漢字並びに PUAに格納する文字の文字幅は全て全角である。その他(英数字・記号)の文字幅は文字に

よって異なる。 

なお、内字フォントで保持する平均文字幅は「半角幅」を設定している。 

様々な文字幅の文字が存在するため、業務システムで相模原市文字を使用する場合、文字切れ等が発

生しないよう画面表示並びに帳票印字を十分評価すること。 

 

 



委託（総価単価）

　備考

　（

相模原市中央区中央２丁目１１番１５号

相 模 原 市

印

所在地
名　称

代　表 印

（　□ 一括払　　■ 分割払　）

４ 契約期間

　百万

　この契約を証するため、本書２通を作成し、各自記名押印のうえ、その１通を保有する。

収　入

印　紙

　□ 現金

　□ 有価証券
円

　□ 履行保証保険６ 契約の保証

発注者
令和７年１２月　　日

国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託

契約限度金額

　 うち取引に係る消費税
　 及び地方消費税の額

十億 　　千

契約書（案）

１ 業務委託の名称

３

２ 履行場所 相模原市役所国保年金課事務室及び発注者が指定する場所

　　円

　□ 銀行等、保証事業会社の保証
円

円 円
　□免除

第７条、第１９条第４項、第１９条
の２第４項、第２３条第３項全文削
除）

別添「業務委託内訳」のとおりとする。

契約金額の支払

　□ 前金払

内　　訳

　■ 確定払

ただし、年度毎の契約限度金額は次のとおりとする。
　　　　　令和８年度　　                  円
　　　 　　令和９年度　　                  円
　　 　　令和１０年度　　　                円
　 　　　令和１１年度　　　                円

　契約期間は、契約締結の日から令和１１年５月３１日までとする。

（　□ 一括払　　□ 分割払　）
（　□ 一括払　　□ 分割払　）

受注者

代　表  相模原市長　本　村　賢　太　郎

　上記の国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託について、発注者と受注者は、次のと
おり委託契約を締結する。

　（相模原市契約規則第３４条第３号）

　受注者は発注者に対し、この契約に定める国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び
封入封緘業務委託料を請求するものとし、発注者は当該請求書が適正であると認めるとき
は、当該請求書を受理した日から３０日以内に相模原市指定金融機関において支払うもの
とする。

　□ 概算払

５



約 款  

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に定めるもののほか、別紙「国民健康保険税納税通知書等作

成、印字及び封入封緘業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に従い、信義を守り誠実に頭書の

委託業務（以下「委託業務」という。）を履行しなければならない。 

 

（委託業務） 

第２条 発注者は次の業務を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。 

（１）データ印字プログラムの開発・修正及びテスト 

（２）仕様書別表２及び別表３に定める規格・仕様に沿った帳票、封筒の作成業務及び発注者が提供す

る電子媒体データによる帳票への印字業務 

（３）仕様書別表４に定める区分に応じた帳票の封入封緘業務 

（４）前号の処理により作成したもの（以下「成果品」という。）の引抜き、発送業務 

（５）成果品の郵便局への搬送業務 

  

（処理の方法） 

第３条 受注者は仕様書に従い、委託業務を行う。ただし、仕様書に期日を定めている業務において、

やむを得ない理由により日程の変更を要する場合は、発注者、受注者協議の上、決定するものとする。 

 

（検査） 

第４条 受注者は、毎月月末時点で、別添業務委託内訳（以下「委託内訳」という。）の業務内容欄に定

める業務の区分に応じて、完了した数量（委託内訳の予定数量欄における１単位以上の業務の完了）

があるときは、業務完了報告書を速やかに発注者に提出し、その検査を受けなければならない。ただ

し、完了した業務がない場合はこの限りではない。 

２ 受注者は、前項の検査に合格しないとき、又は手直しを指示され検査の結果を保留にされたときは、

発注者が指定する期日までに改善し、再度検査を受けなければならない。 

 

（契約限度金額） 

第５条 契約書の頭書記載の契約限度金額はあくまで上限金額であり、契約金額は本契約に係るすべて

の業務完了後に確定する。 

２ 受注者は、発注者の都合により、委託内訳に記載の予定数量に満たない場合が生じても、異議の申

出又は損害賠償の請求をすることができない。 

 



（委託料の支払） 

第６条 受注者は、第４条に規定する検査に合格したときは、その都度、完了した業務に相当する委託

料の支払を請求することができる。 

２ 前項に記載の請求は、委託内訳の該当部分の単価に完了した数量を乗じた額について行うものとす

る。なお、消費税及び地方消費税に相当する額の加算は、請求単位で行い、当該額加算後の請求額に

円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。 

３ 発注者は、前項の規定により、受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から３０日以内

に相模原市指定金融機関において委託料を支払うものとする。 

 

（契約の保証） 

第７条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな

い。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に

寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と

認める金融機関の保証 

（４）この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、補償金額又は保険金額は、契約限度金額の総額の１０分の１以

上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証

は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証を付したと

きは、契約保証金の納付を免除する。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第８条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担

保の目的に供してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 受注者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、

あらかじめ発注者の承認を得て委託業務の一部を第三者に委託する場合は、この限りではない。 

２ 前項ただし書きの規定により、受注者が、委託業務の一部を第三者に委託する場合は、当該第三者

の行為の全てについて責任を負うものとする。 

３ 第１項ただし書きに規定する承認は、その内容を明確にした文書を発注者に届出し、その承認を得



なければならない。 

 

（作業工程表の提出） 

第１０条 受注者は、毎年度、業務の着手前に作業工程表を発注者に提出し、その承認を受けなければ

ならない。作業工程表は業務で行う全ての工程ごとに、仕様書に定めるところにより、作業の内容、

処理日程、納期日程などを明確にしたものとする。 

 

（守秘義務） 

第１１条 受注者は、委託業務の履行により知り得た一切の情報を第三者に提供若しくは漏らし、又は

委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。契約期間満了後又は契約解除後においても同様と

する。 

２ 受注者は、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（発注者の調査権等） 

第１２条 発注者は、受注者の委託業務の実施に関して、必要な範囲で受注者に対して報告を求め、又

は調査をすることができる。 

２ 前項に基づく報告又は調査の結果、受注者による委託業務の実施状況につき、不十分な点が認めら

れたときは、発注者は、委託業務の実施に関して必要な指示を受注者に行うことができるものとする。 

 

（報告義務） 

第１３条 受注者は、契約書に定める方法以外で委託業務を実施することが必要と認めたとき、又は委

託業務に付随して処理することが必要と認められる業務があるときは、直ちに発注者にその旨を報告

し、発注者の指示に従うものとする。業務を処理する上で、重大な事故があった場合も同様とする。 

 

（事故等の報告） 

第１４条 受注者は、委託業務の履行に支障を生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、

必要な措置を講じるとともに、直ちにその旨を発注者に報告し、その指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、前項の事故等が発生した場合には、詳細な経過及び今後の対処方針を遅滞なく発注者に

提出しなければならない。 

 

（契約内容の変更） 

第１５条 発注者は、契約締結後に必要がある場合には、受注者と協議の上、契約内容を変更すること

ができる。 



２ 前項の場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、書面によりこれを定めるものとす

る。 

 

（損害賠償） 

第１６条 受注者は、受注者の責めに帰する理由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。ただし、発注者がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 

２ 受注者の責めに帰すべき事由により、受注者が第三者へ損害を与えた場合は、受注者がその損害を

賠償しなければならない。 

 

（履行遅延） 

第１７条 受注者は、契約期間内に委託業務を履行することができないとき、又はそのおそれがあると

きは、速やかにその旨を発注者に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告があった場合、発注者は、相当と認められる期間の延長をすることができる。

ただし、受注者の責めに帰すべき事由による場合には、発注者は、契約金額について、遅延日数に応

じ年２．５パーセントの割合で算定した額の違約金を受注者から徴収することができる。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第６条の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、

受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で算出した額の遅延利息

の支払いを発注者に請求することができる。 

 

（契約不適合責任） 

第１８条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により委託業務が本契約書に定める業務内容に適合

していないと認められるときは、受注者に対して相当の期間を定めて不適合の修補を請求することが

できるものとし、受注者は速やかに、不適合の修補をしなければならない。 

２ 前項の場合において、請求をすることができる期間は、検査後１年以内に限るものとし、修補にか

かる費用は受注者が負担するものとする。 

 

（発注者の催告による解除等） 

第１９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過

したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

（１）契約を履行すべき期日を過ぎても履行しないとき。 

（２）受注者の委託業務の処理が不適当と発注者が認めたとき。 



２ 前項の規定により契約を解除した場合において、すでに完了している業務の中で検査に合格し

たものについては、発注者はその完了部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。 

３ 第１項の規定により、この契約が解除されたときは、受注者は契約限度金額の１０分の１に相当す

る額を違約金として発注者に支払うものとする。 

４ 前項の場合において、第７条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ

ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第１９条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

（１）受注者が業務の全部の履行が不能であるとき。 

（２）受注者がその業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）業務の一部の履行不能等の場合で、残存する部分のみでは契約目的を達することができないとき。 

（４）特定期日までに業務を履行しなければ、契約目的を達することができない場合で、受注者が履行

せずに当該時期を経過したとき。 

（５）受注者が故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

（６）受注者が破産、民事再生、会社更生手続開始の申立のとき又はそれらの申立を受けたとき。 

（７）その他受注者が業務の履行をせず、発注者が催告をしても契約目的を達するのに足りる履行がさ

れる見込みがないことが明らかであるとき。 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）

の規定により選任された破産管財人 

（２）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）の規定により選任された再生債務者等 

（３）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）の規定により選任された管財人 

３ 第１項の規定により、この契約が解除されたときは、受注者は契約限度金額の１０分の１に相当す

る額を違約金として発注者に支払うものとする。 

４ 前項の場合において、第７条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ

ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２０条 第１９条第１項各号又は１９条の２第１項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事



由によるものであるときは、発注者は、第１９条又は１９条の２の規定による契約の解除をすること

ができない。 

 

（受注者の催告による契約解除権） 

第２１条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって、委託業務を完了することができなく

なったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解

除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上

の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に損害の賠償を請求するこ

とができる。この場合の損害賠償額は、発注者と協議の上で決するものとする。 

 

（受注者の催告によらない解除権） 

第２１条の２ 受注者は、第１５条の規定による契約内容の変更のため、次の各号のいずれかに該当す

るときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

（１）契約金額が３分の２以上減じたとき。 

（２）履行の中止日数が契約期間の２分の１を超えたとき。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２２条 第２１条第１項又は２１条の２各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるも

のであるときは、受注者は、第２１条又は２１条の２各号の規定による契約の解除をすることができ

ない。 

 

（暴力団等排除に係る発注者の解除権） 

第２３条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わ

ないものとする。 

（１）受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第

３１号。以下本条及び次条において、「条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場合に

は、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（２）受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下本条において、「県

条例」という。）第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

（３）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 



（４）受注者が、条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は受注

者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、暴力団員等と密

接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約限度金額の１０分の１に

相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において、第７条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ

ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第２４条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団（以下「暴力団」とい

う。）又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察

署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と

履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注

者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と履行

期限に関する協議を行わなければならない。 

 

（履行不能の場合の処置） 

第２５条 受注者が、天災その他の不可抗力等その責めに帰すことができない事由により、契約の全部

又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て、受注者は当該部分についての履行

義務を免れるものとし、発注者は当該部分についての契約金の支払いを免れるものとする。 

 

（所管裁判所） 

第２６条  この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に

行うものとする。 

 

（環境配慮事項） 

第２７条 委託業務の実施においては、次の各号の環境配慮事項に留意して業務を行うこと。 

（１）「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、

環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守すること。 

（２）発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。 



（３）業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者に運搬等を委

託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めること。 

（４）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理に当たって

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）等、関連法令を遵守し、適

正に処理すること。 

 

（費用の負担） 

第２８条 本契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

 

（疑義等の解決） 

第２９条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、発注者及び受注者

で協議して解決を図るものとする。 

 

 

  



契約書別添　業務委託内訳　

R7 R8
（～R8.12）

R8
（R9.1～）

R9 R10 R11
（～R11.5）

R7 R8
（～R8.12）

R8
（R9.1～）

R9 R10 R11
（～R11.5）

プログラム作成 1 0 0 0 0 0 0 0

プログラム修正 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

印字・封
入封緘

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書+納付書（１０枚）＋国保のしおり
＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒【納付書世帯】

印字 57,000 0 57,000 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋納付書（０枚～９枚）＋国保のしおり
＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒【納付書世帯】

印字 8,000 0 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0

特徴新規世帯（指定した連番の納通）への説明チラシ（特徴
新規）を追加封入

封入封緘 4,000 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0

特徴中止世帯（指定した連番の納通）への説明チラシ（特徴
中止）を追加封入

封入封緘 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

仮徴中止世帯（指定した連番の納通）への説明チラシ（仮徴
中止）を追加封入

封入封緘 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋国保のしおり＋窓あき封筒【口座世帯】 印字 47,000 0 47,000 47,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋国保のしおり＋窓あき封筒【特徴世帯】 印字 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋納付書＋国保課お知らせチラシ
＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒【納付書世帯】

印字 28,400 8,900 41,400 41,400 4,100 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書+国保課お知らせチラシ
＋窓あき封筒【口座世帯】

印字 27,400 8,900 40,400 40,400 4,100 0 0 0 0 0 0 0

引抜作業 7,500 1,200 9,400 9,400 700 0 0 0 0 0 0 0

①納税通知書 印刷 174,200 30,200 212,600 212,600 0 0 0 0 0 0 0 0

②納税通知書用窓あき封筒（アラビア）
【納付書世帯】市内用

印刷 77,700 13,700 95,100 95,100 0 0 0 0 0 0 0 0

③納税通知書用窓あき封筒（アラビア）　【納付書世帯】市
外用

印刷 5,500 1,500 7,500 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0

④納税通知書用窓あき封筒（アラビア）　【口座世帯・特徴
世帯】市内用

印刷 82,500 13,500 99,500 99,500 0 0 0 0 0 0 0 0

⑤納税通知書用窓あき封筒（アラビア）　【口座世帯・特徴
世帯】市外用

印刷 8,500 1,500 10,500 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥納税通知書 印刷 7,500 2,500 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦納税通知書用窓あき封筒（アドヘア） 印刷 7,500 2,500 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑧国保課お知らせ（チラシ) 印刷 60,000 37,000 109,000 109,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑨説明チラシ（特徴新規） 印刷 4,000 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑩説明チラシ（特徴中止） 印刷 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑪説明チラシ（仮徴中止） 印刷 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷 793,000 34,000 833,000 833,000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

※・・・国保のしおり及びWeb口振勧奨チラシは、発注者が別途調達し、受注者の指定場所へ納品する。

合計（単位：円）

本体合計（単位：円）

作業種類

チ

ラ

シ

類

印

字

及

び

封

入

封

緘

関

係

印

刷

帳

票

関

係

（

当

初

）

（

随

時

）

（

バ

ッ

チ

処

理

用

）

（
オ
ン
ラ
イ
ン
用

）

引抜き作業

合計（税抜）

合計（税込）

印字プログラム作成テ
ス
ト
作
業
等

消費税（10％）

予定数量

⑬納付書

印字プログラム修正

業務内容

納税通知書及び納付書作成等一連の作業テスト
（本番前テスト含む）

単価
（単位：円）

開
発
年
度
の
た
め
、
支
出
額
は
無
し
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

(個人情報の保護に関する法律等の遵守) 

第１条 「国民健康保険税納税通知書等作成、印字及び封入封緘業務委託」(以下「本委託業務」

という。)について、受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。)及び関係法令等に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「本特

記事項」という。)を遵守しなければならない。 

 

(責任体制の整備) 

第２条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

 

(責任者等の報告) 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を定め、業務の着手前に文書

(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により発注者に報告しなければなら

ない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を変更する場合の手続を定めなけ

ればならない。 

３ 受注者は、責任者を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得なけ

ればならない。 

４ 受注者は、業務従事者を変更する場合は、事前に文書により発注者に報告しなければならな

い。 

 

(作業場所の特定) 

第４条 受注者は、発注者と協議し、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定

め、本委託業務の着手前に文書により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得な

ければならない。 

３ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び業務従事者に対して、

受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

 

(監督、教育等の実施) 

第５条 受注者は、個人情報の取扱いに関する責任者及び業務従事者に対する適切な監督を行う

とともに、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、責任者及び業務従事者が

遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を責任者及び業務従事者

全員に対して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 
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(守秘義務) 

第６条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし

てはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、退職した後も含め、第１項

の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用させないため必要かつ適切な監督

をしなければならない。また、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、秘密保持

に関して誓約する旨を文書により提出させ、文書によりこのことを発注者に報告しなければな

らない。 

 

(再委託) 

第７条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 

２ 受注者は、本委託業務の全部又は一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、業務の着

手前に次に定める項目を明確にした上で、文書により再委託する旨を発注者に申請し、その承

認を得なければならない。 

（１）再委託先の名称 

（２）再委託する理由 

（３）再委託して処理する内容 

（４）再委託先において取り扱う情報 

（５）再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督

の方法 

３ 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注

者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につ

いて具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況の管理及び監督を

するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなけ

ればならない。 

６ 受注者は、次に定める事項を遵守するものとする。再委託先が委託された業務をさらに第三

者へ委託する場合のように委託が繰り返される場合においても同様とし、再委託の契約書等に

その趣旨を盛り込むものとする。(この場合においては、再委託など事業者のつながりを「委託

の系列」という。) 

（１）受注者は、受注者に関する特記事項に係る文書及び受注者が委託の系列を通じて取得した

特記事項に係る文書の写しを、発注者へ提出するものとする。 

（２）前号の文書を用いる場合だけでなく、文書を用いない場合においても、個人情報の取扱い

に関する承認、指定等、意思決定に関わる事項は、事前に委託の系列を通じ発注者の承認、

指定等を得るものとする。 

（３）受注者が再委託する場合、第１号の「発注者」を「委託の系列を通じ相模原市」と、第    

１５条の「発注者」を「発注者及び相模原市」と、第１６条第３項の「発注者」を「相模原

市」とする。 

 

(派遣労働者等の利用時の措置) 
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第８条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる

場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。 

 

(個人情報の管理) 

第９条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定め

るところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管

すること。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の

保護措置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報の複

製又は複写をしないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ

プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

（７）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」

という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（８）作業場所に、私用パソコン、私用外部電磁的記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人

情報を扱う作業を行わせないこと。 

（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（１０）個人情報を電子メールで送信しないこと。ただし、発注者が承認したときはこの限りで

はない。 

 

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止) 

第１０条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で

利用してはならない。また、発注者の承認なく第三者へ提供してはならない。 

 

(受渡し) 

第１１条 受注者は、発注者との間の個人情報の受渡しに関しては、文書により発注者に対して

申請し、その承認を得なければならない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注

者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

 

(個人情報の返還又は消去等) 

第１２条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、

発注者の指定した方法により、返還又は消去若しくは廃棄を実施しなければならない。 
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２ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又

は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を文書によ

り発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。 

４ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された

電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じ

なければならない。 

５ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者氏名及

び消去又は廃棄の内容を記録し、文書により発注者に対して報告しなければならない。 

 

(開示請求等) 

第１３条 個人情報に係る本人からの開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、発注者

が法及び相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年相模原市条例第３２号)の規

定に基づき対応するものとする。 

 

(定期報告及び緊急時報告) 

第１４条 受注者は、個人情報の取扱いの状況について定期に又は発注者の求めに応じて文書に

より報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ

ならない。 

 

(監査及び実地検査) 

第１５条 発注者は、本契約及び本特記事項の遵守状況を確認するため、受注者に対して、監査

又は実地検査(以下「監査等」という。)を行うことができる。ただし、実地検査を行うことが

難しい場合であって、受注者が当該実地検査の項目について調査した結果を発注者に報告した

ときは、この限りでない。 

２ 受注者は、発注者が監査等を行う場合、当該監査等に協力しなければならない。 

３ 発注者は、監査等を行うときは、受注者に対し、あらかじめ通知するものとする。 

４ 発注者は、監査等の結果、個人情報の取扱いについて改善が必要であると認めるときは、受

注者に対し、その改善を指示することができる。 

５ 受注者は、前項の規定による指示を受けたときは、その指示への対応について、発注者が指

定する期限までに報告しなければならない。 

 

(事故時の対応) 

第１６条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故

の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の

内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、発注者の指示に従わなければな

らない。 
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２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連

絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊

急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当

該事故に関する情報を公表することができる。 

 

(契約解除) 

第１７条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本委託業務の全部

又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対し

て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

(損害賠償) 

第１８条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったこ

とにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を

賠償しなければならない。 

２ 受注者は、第三者に本委託業務の実施に起因する損害を与えた場合は、その損害を自らの責

任において賠償するものとする。 



 

 

相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然

が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、

事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進し

ます。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施

に伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー

等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減

量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と
調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくこと

を目的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管
理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するこ

とを目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を
将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 



内訳書

R7 R8
（～R8.12）

R8
（R9.1～）

R9 R10 R11
（～R11.5）

R7 R8
（～R8.12）

R8
（R9.1～）

R9 R10 R11
（～R11.5）

プログラム作成 1 0 0 0 0 0 0 0

プログラム修正 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

印字・封
入封緘

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書+納付書（１０枚）＋国保のしおり
＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒【納付書世帯】

印字 57,000 0 57,000 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋納付書（０枚～９枚）＋国保のしおり
＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒【納付書世帯】

印字 8,000 0 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0

特徴新規世帯（指定した連番の納通）への説明チラシ（特徴
新規）を追加封入

封入封緘 4,000 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0

特徴中止世帯（指定した連番の納通）への説明チラシ（特徴
中止）を追加封入

封入封緘 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

仮徴中止世帯（指定した連番の納通）への説明チラシ（仮徴
中止）を追加封入

封入封緘 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋国保のしおり＋窓あき封筒【口座世帯】 印字 47,000 0 47,000 47,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋国保のしおり＋窓あき封筒【特徴世帯】 印字 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書＋納付書＋国保課お知らせチラシ
＋Web口振勧奨チラシ＋窓あき封筒【納付書世帯】

印字 28,400 8,900 41,400 41,400 4,100 0 0 0 0 0 0 0

納税通知書+国保課お知らせチラシ
＋窓あき封筒【口座世帯】

印字 27,400 8,900 40,400 40,400 4,100 0 0 0 0 0 0 0

引抜作業 7,500 1,200 9,400 9,400 700 0 0 0 0 0 0 0

①納税通知書 印刷 174,200 30,200 212,600 212,600 0 0 0 0 0 0 0 0

②納税通知書用窓あき封筒（アラビア）
【納付書世帯】市内用

印刷 77,700 13,700 95,100 95,100 0 0 0 0 0 0 0 0

③納税通知書用窓あき封筒（アラビア）　【納付書世帯】市
外用

印刷 5,500 1,500 7,500 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0

④納税通知書用窓あき封筒（アラビア）　【口座世帯・特徴
世帯】市内用

印刷 82,500 13,500 99,500 99,500 0 0 0 0 0 0 0 0

⑤納税通知書用窓あき封筒（アラビア）　【口座世帯・特徴
世帯】市外用

印刷 8,500 1,500 10,500 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥納税通知書 印刷 7,500 2,500 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑦納税通知書用窓あき封筒（アドヘア） 印刷 7,500 2,500 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑧国保課お知らせ（チラシ) 印刷 60,000 37,000 109,000 109,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑨説明チラシ（特徴新規） 印刷 4,000 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑩説明チラシ（特徴中止） 印刷 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

⑪説明チラシ（仮徴中止） 印刷 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷 793,000 34,000 833,000 833,000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

※・・・国保のしおり及びWeb口振勧奨チラシは、発注者が別途調達し、受注者の指定場所へ納品する。

予定数量

⑬納付書

印字プログラム修正

業務内容

納税通知書及び納付書作成等一連の作業テスト
（本番前テスト含む）

単価
（単位：円）

引抜き作業

合計（税抜）

合計（税込）

印字プログラム作成テ
ス
ト
作
業
等

消費税（10％）

合計（単位：円）

本体合計（単位：円）

作業種類

チ

ラ

シ

類

印

字

及

び

封

入

封

緘

関

係

印

刷

帳

票

関

係

（

当

初

）

（

随

時

）

（

バ

ッ

チ

処

理

用

）

（
オ
ン
ラ
イ
ン
用

）

開
発
年
度
の
た
め
、
支
出
額
は
無
し



（様式１）（電子入札システムによる申請の場合は不要） 

 

令和 年 月 日  

 

 

競争参加資格確認申請書 

 

 

相模原市長 あて 

 

郵便番号                  

所在地                   

商号又は名称                

代表者職氏名                

（担当者氏名）               

（電話番号         ）       

         

 

 

 

次の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加す

る者に必要な資格を満たすための書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

  

公告年月日  

案件名  



紙入札書 

 

□ 課税事業者 

□ 免税事業者 

 

 

入 札 書 
百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

電子くじ番号 

   

 

 

件名  

入札番号   
 

上記の金額で入札します。 

 

令和  年  月  日 

 

 

相模原市長 あて 

 

 

 

所在地  

名 称  

代表者  


